
ぎふ・さわやか口腔健診を
受診しましょう！

確定申告の会場が
変わります

災害時要援護者支援制度

40歳～74歳の国民健康保険加入者の皆さんへ

特定健診の集団健診を実施します

後期高齢者医療制度に加入中の方を
対象とした「ぎふ・さわやか口腔健診」
の受診期限は、平成30年１月31日
（水）です。口腔機能の低下や、肺炎な
どの疾病を予防するため、ぜひこの機
会に受診しましょう。

持ち物　保険証、受診券（※４月に送
付済。無くした場合は再発行できます
ので問い合わせください）
自己負担額　200円　※医療機関の窓
口でお支払いください。
受診場所　受診券に同封の実施医療機
関を確認ください。
検査項目　歯の状態、そしゃく能力評
価、舌機能の評価　など

　市民課保険年金係（内線133）

市では、毎年確定申告の受け付けを
文化プラザ、ウエルフェア土岐、鶴里
公民館、曽木公民館、駄知公民館の５
会場で行っています。
このうち、文化プラザが市庁舎建て

替え工事に伴い使用できないため、平
成30・31年は会場をセラトピア土岐
に変更します。
そのほかの会場については、例年通

り実施します。詳しい日程などは、本
紙１月15日号でお知らせします。

　税務課（内線171）

市では、一人暮らしの高齢者や障がいのある方など、災害発生時
に何らかの支援を必要とする方を対象とした「災害時要援護者支援台
帳」を作成しています。この台帳を市および自治会、町内会組織、自
主防災組織、消防団、民生児童委員などが共有することで、平常時
より災害時要援護者の方を地域全体で連携して支援しています。

■対象者（在宅生活者のみ）※長期入院・入所中の方は対象外
①一人暮らしの65歳以上の方
②65歳以上の者のみで構成された世帯の方
③介護保険における要介護認定を受けた者のうち、要介護３以上
の認定を受けている方
④身体障害者手帳（１・２級）の交付を受けている方
⑤療育手帳（Ａ、Ａ１、Ａ２）の交付を受けている方
⑥精神障害者保健福祉手帳（１・２級）の交付を受けている方
⑦その他難病などにより自力での避難判断・避難行動が困難な方

■台帳の登録方法
対象者には12月中に申請書を送付します。登録を希望する方は、
平成30年１月22日（月）までに高齢介護課へ提出してください。対
象となる方でも、個人情報の提供に同意が無ければ登録されません。
詳しくは、下記まで問い合わせください。

　高齢介護課（内線159）

特定健診を受診できなかった方を対象に、下記の日程で特定健診
の集団健診を実施します。自身の健康管理と、生活習慣病の早期発
見・予防のため、この機会にぜひ受診しましょう。※申込不要

期日・場所　①平成30年１月14日（日）　セラトピア土岐
② １月17日（水）　駄知公民館
③ １月19日（金）　妻木公民館

時　　　間　午前９時～11時
対　　　象　市国民健康保険に加入している40歳～74歳の方
自己負担額　1,000円　※当日、受付でお支払いください。
持 ち 物　保険証、受診券（５月末に送付済。受診期限は11月30

日ですが使用できます。無くした方は再発行できます
ので問い合わせください）

注 意 事 項　※「人間ドック」を受診した方は受診できません。
※75歳以上の方を対象とした「ぎふ・すこやか健診」は、
集団健診の対象外です。

　市民課保険年金係（内線130）
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